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合成燃料等のサプライチェーン管理の扱いに関する明確化の必要性

 脱炭素の取組を推進するためには、既存の化⽯燃料に代わるエネルギー源として、合成メタン、持続可能な
航空燃料（SAF）、バイオガスをはじめとする合成燃料等の導⼊が不可⽋である。これらの燃料は、バリュー
チェーン全体での温室効果ガス削減に貢献するものであり、国内でもすでに実証や導⼊が進められている。

 これまでのSHK制度では、温室効果ガスの排出時点での排出量の算定・報告を原則としていたところ、カーボ
ンリサイクルによる削減価値を合成燃料等の利⽤者が主張することは困難であり、合成燃料等の普及に寄与
できない状況にあった。そこで、昨年度の制度⾒直しおいて、排出削減価値を移転できることとすることにより、
合成燃料の利⽤者がその削減価値を主張できる仕組みとした。

 合成燃料等は従来のインフラ設備を活⽤できるという利点があり、この利点を活かすためにも、既に⼀部、合
成燃料等と同種のそれ以外の燃料とが混合した形で、輸送・供給が開始されており、こうした動きは今後さら
に拡⼤していくことが予定されている。また、今後は安定した供給量確保のため、再エネ資源等が豊富な海外
からの調達も想定されている。

 また、特に初期段階ではインフラ整備等の必要性もあり、環境価値を含んだ実物の燃料調達が難しいケース
が考えられる。こうしたことから、例えばSAF等の次世代燃料については、環境価値を含んで⽣まれた燃料その
ものではなく、環境価値だけを分離して調達し、その価値の使⽤を認めるブックアンドクレームの仕組みについて
の検討もなされてきている。

※ 本資料における「合成燃料等」としては、合成メタンやSAF、バイオガス等を想定
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合成燃料等のサプライチェーン管理の扱いに関する明確化の必要性

 こうした状況を踏まえると、合成燃料等の利⽤を促進し脱炭素の取組を推進するためには、複数の燃料が
混合されている場合の算定の原則や、複数の燃料が混合された状態で商業化への取組が既に進んでいる
ケースについて、どのようなサプライチェーン管理⼿法を許容すべきかを明確化する必要があると考えられる。
なお、現状のSHK制度のメニュー別係数では実質的にマスバランスのような⽅法論を許容している点も留意す
る必要がある。

 上記を明確化するにあたり、議論の対象として、多様な燃料種及び管理⽅法が想定される。従って、複数の
燃料が混合されている場合の算定の原則についての整理を⾏ったうえで、⺠間事業者の取組状況、政府の
議論状況を加味して検討対象とする燃料・管理⼿法等に優先付けを⾏い、そのサプライチェーン管理⼿法
をSHK制度で認めるかや、認める場合の要件等を整理する必要があると考えられる。
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合成燃料等のサプライチェーン管理上の混合事例①（合成メタン・バイオガス）

 2050年カーボンニュートラル実現に向けては、熱需要の脱炭素化を実現することが重要であり、都市ガス⾃
体のカーボンニュートラル化を推進する必要がある。都市ガスのカーボンニュートラル化の実現に向けては、合
成メタンやバイオガス（以下、合成メタン等という。）の導⼊が有⼒な⼿段と考えられる。

 第７次エネルギー基本計画では、2030年度において、供給量の1％相当の合成メタン等を導管に注⼊す
るなどの⽬標が位置づけられた。

 ⽬標達成に向けては、既に国産の合成メタン等が製造され始めているところ、合成メタン等のコストと調達量
が課題となっており、事業者は安価な再エネ電⼒の豊富さや、潜在量の多さから、海外でのPJ組成や調
達についても検討している。政府としては、2025年7⽉にガス事業法等関連法令の整備を実施し、ガスの⼀
般的な費⽤よりも割⾼となる費⽤を、託送料⾦原価に含めることを可能とし、事業者の予⾒可能性を確保す
る環境整備を進めている。

第15回 メタネーション推進官⺠協議会
（2025年12⽉）資料４－２

東邦ガス プレスリリース
（2024年5⽉）より⼀部抜粋

国内での取組 海外での取組
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 合成メタン等は、主成分がメタンであるLNG・天然ガス（以下、LNG等という。）と物性に差がないため、既
存のサプライチェーンをそのまま利⽤可能。具体的には、国内の都市ガス導管や、需要家の消費機器、海外
においては天然ガスパイプラインやLNGタンカーの更新が不要なため、LNG等と混合して扱うことで、設備コス
トを抑えながらシームレスな脱炭素化を図ることができる。国産の合成メタン等については、都市ガス導管へ
の注⼊地点が1カ所のため、製造基地等で合成メタン等がLNG等と混ざるが、全量を把握することができる。

合成燃料等のサプライチェーン管理上の混合事例①（合成メタン・バイオガス）

ガス事業者の
製造基地等

需要家A

需要家C

都市ガス導管

合成メタン等

LNG等

需要家B

国内で製造された合成メタン等を調達する場合

物理的な混合状態 メニュー別排出係数
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IN

ガス事業者Aが
調達した合成メタン等

共通パイプライン等

ガス事業者Bが
調達した天然ガス

IN

ガス事業者Cが
調達した天然ガス

IN

海外

OUT

OUT

OUT

ガス事業者Aが
調達した合成メタン等

ガス事業者Bが
調達した天然ガス

ガス事業者Cが
調達した天然ガス

 海外で製造された合成メタン等を調達する場合、国内の都市ガス製造基地へ届くまでにLNG等と混ざること
が予想される。その場合、合成メタン等とLNG等の間には物性に差がないため、合成メタン等の量をどのよう
に把握すべきか検討が必要。

海外で製造された合成メタン等を輸⼊する場合

・調達した合成メタン等が他者の天然ガスとパ
イプライン等で混合するため、物理的な挙動に
即すと調達した全量を取り出すことができない

・合成メタン等と天然ガスは物性に差がないた
め、取り出したもののうち、合成メタン等がどれ
だけ含まれるのか判別ができない

合成メタン等を調達する事業者の予⾒性を確
保することができず、脱炭素化を進めるために
は何らかの措置が必要

合成燃料等のサプライチェーン管理上の混合事例①（合成メタン・バイオガス）

製造時点 輸出時点

物理的な混合状態
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IN

ガス事業者Aが
調達した合成メタン等

共通パイプライン等

ガス事業者Bが
調達した天然ガス

IN

ガス事業者Cが
調達した天然ガス

IN

海外 国内

OUT

OUT

OUT

ガス事業者Aが
調達した合成メタン等

ガス事業者Bが
調達した天然ガス

ガス事業者Cが
調達した天然ガス

ガス事業者Aが
取り出したガス

ガス事業者Bが
取り出したガス

ガス事業者Cが
取り出したガス

物理的な混合状態 マスバランスのような⽅法論を適⽤した場合

海外で製造された合成メタン等を輸⼊する場合

 合成メタン等の普及促進のためには、物理挙動による把握ではなく、マスバランスのような⽅法論に基づき全
量調達したとみなすことが重要ではないか。

ガス事業者Aが
調達した合成メタン等

製造時点 輸出時点 輸⼊時点

合成燃料等のサプライチェーン管理上の混合事例①（合成メタン・バイオガス）
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IN

IN

OUT

OUT

ニートSAF

化⽯ジェット燃料

IN

IN

OUT

OUT

ジェット燃料タンク混合施設における
ブレンド 給油

⽯油元売り企業等の混合施設における混合

航空会社Aが
調達した混合SAF

航空会社A

航空会社Bが
調達した混合SAF

航空会社Aが
調達した混合SAF

航空会社Bが
調達した混合SAF

航空会社Aが
調達した混合SAF

航空会社Bが
調達した化⽯ジェット燃料

航空会社Bが調達した化⽯ジェット燃料
給油

航空会社Ｂ

Z空港

Z空港

給油

航空会社Ｂ
Y空港

航空会社Bが調達した混合SAFジェット燃料タンク

IN OUT

空港等での燃料タンクにおける混合（マスバランス、ブック＆クレーム）

ブックアンドクレームによる
環境価値移転

Y空港

 ニートSAFは燃料の国際規格において化⽯ジェット燃料との混合が必須となっている。化⽯ジェット燃料と混合された混合
SAFは化⽯ジェット燃料と同じものとして流通可能となっている。ニートSAFの流通量の把握はマスバランス⽅式⼜はブックア
ンドクレーム⽅式での管理が⾏われている。混合されたSAFの使⽤量をSHK制度にてどのように把握すべきか検討が必要。

 混合SAFを供給するにあたり、狭義の現物供給（混合SAFそのものの供給）も可能であるがSAFの専⽤タンクを設置する
必要などがあり、 SAFを管理するための設備投資に関するコストが増加する。他⽅、混合SAFは既存ジェット燃料の流通
設備を⽤いて供給することができるため、設備コストを抑えながらシームレスな脱炭素化を図ることができる。

 なお、国際航空分野では、ICAOによるCORSIAの枠組において化⽯ジェット燃料との混合以降はブックアンドクレーム⽅式
による環境価値移転⽅法が認められているほか、⽇本国内においても、⼤規模空港以外の空港（特に⼩規模空港）へ
のSAF輸送は現実的ではないといった課題もあることから、ブックアンドクレーム⽅式での環境価値移転⼿法としてクリーン燃
料証書の検討がされており、実証が⾏われている。

合成燃料等のサプライチェーン管理上の混合事例②（SAF）

マスバランスによる環境価値移転
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【参考】サプライチェーン管理⼿法

 サプライチェーン管理の⼿法には下記の種類があり、マスバランスやブックアンドクレームも含まれる。SHK制度
では調達した燃料に基づく算定を原則としているところ、現状のSHK制度のメニュー別係数では実質的にマス
バランスのような⽅法論を許容している。⼀⽅で、ブックアンドクレームは適⽤不可となっている。

出所)経済産業省（2025）「次世代燃料の環境価値認証・移転制度について」 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/e_fuel/kankyo_wg/pdf/009_03_00.pdf
（閲覧⽇︓2026年2⽉3⽇）
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合成燃料等のサプライチェーン管理の扱いに関する現状の課題と今後の
議論の進め⽅
 今後さらに脱炭素の取組を推進するにあたっては、環境価値を有する燃料が、品質管理⼜は輸送⽅式等の
観点から他の燃料と混合されて輸送・使⽤等されるケースの増加が想定される。SHK制度は調達した燃料に
基づく算定を原則としているところ、このままでは本来的に環境価値を有する燃料でもその価値が正確に反映
されず、普及が進まないおそれがある。

 この点、現状のSHK制度において実質的にマスバランスのような⽅法論を許容しているのはメニュー別係数の
みであるところ、調達が難しい燃料の算定に向けては、複数の燃料が混合されている場合の算定の原則につ
いて整理する必要があるのではないか。

 その上で、複数の燃料が混合されているケースやそのカウントルールの整理に向けた環境整備は多様であること
から、複数の燃料が混合されている状態で商業化への取組が既に進んでいる燃料を優先テーマとして選定
し、その優先テーマについてどのようなサプライチェーン管理⼿法を許容すべきかを明確化するのがいいので
はないか。

 優先テーマの選定に際しては、まずはSHK制度における燃料全体のマスバランス・ブックアンドクレーム適⽤可
否の状況を整理したうえで、⺠間事業者の取組及び政府の委員会等における議論状況を踏まえて選定した
い。それに向け、事務局として今後は業界等とのヒアリング等を進めたい。

2027年度2026年度2025年度
87654321121110987654321

検討会
等

事務局

＜制度反映に向けたスケジュール（予定）＞

優先テーマについてのサプライチェーン管理の明確化
及び要件を議論

業界ヒアリング等 （必要に応じた政省令・マニュア
ル等の改正）

2026年度実績を
2027年度に報告するものから

反映予定

第11回算定検討会


